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古布 783 818 4.5

紙パック 171 172 0.6

雑誌 2472 2476 0.2

ダンボール 1916 1995 4.1

対象品目 平成２４年度 平成２５年度 伸率

新聞 9172 9039 △1.４
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平成２５年は、全回収量が約１４，

６７１トン、申請団体数が４４６団

体となりました。回収量は前年と

ほぼ同じで、回収団体数は増加

しております。

個別品目では、雑誌・ダンボー

今回はみなさんにご協力いただいております「集団回収

対象品目」がリサイクルされる過程を掲載しております。

是非、裏面の記事をご覧ください。

合計 14675 14671 △0.03

申請団体数 439 446

アルミ缶 148 158 6.8

リターナブルびん 13 13 0

紙パック 171 172 0.6

（回収量の単位はトン、小数点第１位を四捨五入）
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東大阪市 循環社会推進課 検索

みなさん、他の団体さんがどのように活

動しているか気になったことはありません

個別品目では、雑誌・ダンボー

ル・古布・紙パック・アルミ缶が

増加し、新聞が減少しておりま

す。アルミ缶に関しては４年連続

の増加となっております。

集団回収取組み紹介

古紙、古布の処理の流れ

～東大阪市再生資源集団回収奨励金交付申請書～

① 「実施団体名」は登録の際にご記入いただいた

名称を！（漢字・ひらがなの表記間違いがありま

す。）

～集団回収事業実施内訳明細書～

① 仕切伝票ごとに回収量を転記してください。

仕切伝票の枚数分だけ、段を変えてください。

か？

今回は市内で活動している団体を取材し

ましたのでご紹介いたします。

～東花園女性部さんの活動の様子～

東花園女性部さんの活動を取材しました。

毎月第２の月曜日と木曜日に品目を分け

て回収活動に取組んでいます。

取材当日は排出者に声かけを行いながら、

新聞・雑誌・ダンボールと古布の回収を、ま

た愛ガード活動も行っておりました。

東花園女性部さんでは回収日以外に臨

時で回収を行い、資源を保管しておく場所

を数ヶ所確保しているそうです。保管場所を

見せていただくとアルミ缶やリターナブルび

んなどが保管されており、その量には驚き

ました。

～活動を通して～

前回は、紙パックがリサイクルされると、トイレットペーパーに生まれかわりご家庭へと戻っていく過程を工場見学の

取材をもとに作成しました。今回は、市内登録団体が回収方法を工夫して実施している様子を取材しました。また、

古紙・古布の処理の流れを品目ごとに掲載しておりますのでご覧ください。次回以降も取材記事の掲載を続ける予

定ですので、「こんなことが知りたい！」「うちの取組みを紹介してほしい！」といった声があれば是非ご連絡ください。

す。）

② 代表者の印鑑は鮮明に！捨印も押してください。

③ 奨励金の金額も計算して記入してください。

④ 振込口座は正確に！特に口座名義に団体名が入っ

ている場合は、すべて記入してください。フリ

ガナも必ず必要です。

⑤ 口座名義が代表者と異なる場合や、個人名義の

ものは委任状が必要です。

② 回収量の合計を東大阪市再生資源集団回収奨励金

交付申請書（様式２）に転記してください。

～再生資源集団回収仕切伝票～

① 団体控、業者控、市提出用の３枚複写になってい

ます（ただし、旧様式は４枚複写）。申請の際は

市提出用を添付してください。

② 業者印漏れがないか確認を！印鑑がもれている場

合は受付できません。

た愛ガード活動も行っておりました。

東花園女性部さんでは排出場所をあらか

じめ決め、その場所に排出してもらい、業者

が場所ごとに回収していきます。

～活動を通して～

集団回収を行うメリットは「団体の様々な活

動に役立つこと」だそうです。

ここ最近は、回収量も増えてきているよう

です。

一方で東大阪市の集団回収量は年々少

しずつ減少しております。

限りある資源を有効活用し、循環型社会

を構築するためには皆様のご協力が必要

です。
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今回は集団回収奨励金の対象品目がどのようにリサイクルリユースされているのかを

掲載しました。

皆様が排出された資源は身近な生活用品などに代わって戻ってきます。

なお、本市が計画している目標値（H32年度）を達成するためには、カッコに記載の数

量が不足しておりますので更なる回収量の増加に向け、ご協力をお願いします。

集まった新聞やダンボー

ルは工場にブロック状に

して集められます

溶解機にかけ、どろどろに

溶かし不要物やインクを除

きます

きれいになった紙の原料

をすきます

工場に圧縮した状

態で集められます
紙を溶かし、インクや不

純物を取り除きます
溶かした紙の原料で紙を作り、

写真のような状態になります

新聞・雑誌・ダンボール

態で集められます 純物を取り除きます 写真のような状態になります

各品目ごとの工場へ運ばれます

紙パック

古布

再度アルミ缶としてリサイク

再使用できるものと

できないものを選別

再使用できるものは国

内販売、海外へ輸出

再使用できないものは

リサイクルされます

アルミ缶

リターナブルびん

ラベルなど不純物を取

り除きます
アルミを溶かします

再度アルミ缶としてリサイク

ルされたり、様々なアルミ製.
品にリサイクルされます

集まったリターナブルびん

は分別され、使えるものに

ついては、リユース（再使

用）されます

洗浄後、各メーカに渡さ

れ中身を詰めます

酒屋さん、スーパー等

の店頭にならびます
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